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提案理由 

 地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員の報酬等に関し必要

な事項を定めるため、条例を制定したいので、この案を提出するものである。 



 

 

狭山市会計年度任用職員の報酬等に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１

項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）に対する報

酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （報酬等） 

第２条 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「第１号会計年

度任用職員」という。）に対しては、報酬及び期末手当を支給する。 

２ 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。 

３ 報酬の額は、次項から第６項までの規定により決定した報酬の基本額及びその基

本額に狭山市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第２１号。次項に

おいて「給与条例」という。）第１０条の２第２項に定める割合を乗じて得た額 

（月額の報酬にあってはその額に１００円未満、日額の報酬にあってはその額に 

１０円未満の端数を生じたときは、これらをそれぞれ四捨五入して得た額とし、時

間額の報酬にあっては、その額に５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げて得た額とす  

る。）の合計額とする。 

４ 月額の報酬を受ける第１号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務１月につき、

給与条例別表第１の２級における最高の号給の給料月額（以下「上限額」とい  

う。）にその者について定められた１週間当たりの勤務時間を３８．７５で除して

得た数を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを四捨

五入して得た額）を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。 

５ 日額の報酬を受ける第１号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務１日につき、

上限額を２１で除して得た額に、その者について定められた１日当たりの勤務時間

を７．７５で除して得た数を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数を生じたと

きは、これを四捨五入して得た額）を超えない範囲内において規則で定めるところ

により決定する。 

６ 時間額の報酬を受ける第１号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務１時間に

つき、上限額を１６２．７５で除して得た額（その額に５０銭未満の端数を生じた

ときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切

り上げて得た額）を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。 

７ 報酬の額は、第１号会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、
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かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。 

８ 前６項に規定するもののほか、第１号会計年度任用職員に対しては、一般職の常

勤職員に支給される特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及

び休日勤務手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。 

９ 期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が６月未満の

者その他規則で定める者にあっては、期末手当は支給しない。 

 （報酬の基本額の特例） 

第３条 特殊な専門的知識を必要とする業務に従事する第１号会計年度任用職員で 

あって規則で定めるものに対する報酬の基本額は、前条第４項から第６項までの規

定にかかわらず、月額の報酬にあっては勤務１月につき３５万円、日額の報酬に 

あっては勤務１日につき２万１，０００円、時間額の報酬にあっては勤務１時間に

つき３，０００円を超えない範囲内において規則で定める。 

 （報酬及び期末手当の特例） 

第４条 統一的な基準に基づき給与を支給する必要があると認められる第１号会計年

度任用職員であって規則で定めるものに対する報酬の基本額その他の報酬及び期末

手当については、前２条の規定にかかわらず、当該基準に基づき規則で定める。 

 （費用弁償） 

第５条 第１号会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往

復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。 

２ 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡

を考慮して定める。 

 （給料等） 

第６条 地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「第２号会計年

度任用職員」という。）に対しては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、

時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び期末手当を支給す

る。 

２ 給料の額は、月額又は日額で定めるものとする。 

３ 月額の給料を受ける第２号会計年度任用職員の給料の額は、勤務１月につき、上

限額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。 

４ 日額の給料を受ける第２号会計年度任用職員の給料の額は、勤務１日につき、上

限額を２１で除して得た額（その額に１０円未満の端数を生じたときは、これを四

捨五入して得た額）を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。 



 

 

５ 第２条第７項の規定は、第２号会計年度任用職員の給料の額の決定について準用

する。 

６ 地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手

当、休日勤務手当及び期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、

任期が６月未満の者その他規則で定める者にあっては、期末手当は支給しない。 

 （報酬等の減額） 

第７条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職

員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。 

 （支給） 

第８条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当（第２条第１項及び第６

条第１項に規定する手当に限る。）の支給については、前６条に規定するもののほ

か、一般職の常勤職員の例による。 

 （委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

２ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に改める。 

 （狭山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

３ 狭山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和３６年条例第１０ 

号）の一部を次のように改正する。 

  第３条に次の１項を加える。 

 ４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の適

用については、同項中「３年をこえない範囲内」とあるのは、「法第２２条の２

第２項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

 （狭山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

４ 狭山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和３６年条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条中「給料」の次に「（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員にあって



 

 

は、報酬の額（狭山市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年条例第 

号）第２条第４項から第６項まで、第３条又は第４条の報酬の基本額に限  

る。））」を加える。  

 （狭山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

５ 狭山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年条例第１６号）の

一部を次のように改正する。 

  第８条の３の見出しを「（時間外勤務代休時間）」に改め、同条第１項中「超過

勤務手当」を「時間外勤務手当」に、「超勤代休時間」を「時間外勤務代休時間」

に改め、同条第２項中「超勤代休時間」を「時間外勤務代休時間」に改める。 

  第１０条第１項中「超勤代休時間」を「時間外勤務代休時間」に改める。 

 （狭山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

６ 狭山市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第５条の３第２項中「している職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」を加え

る。 

  第６条中「した職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員を除く。）」を加える。 

  第１６条第２号中「（昭和２５年法律第２６１号）」を削る。 

 （狭山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

７ 狭山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

  第３条中「地方公務員法」の次に「第２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び

同法」を加える。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

８ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

  別表市税等徴収指導員の項から自治協力員の項までを削る。 

 （狭山市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

９ 狭山市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中「超過勤務手当、夜勤手当」を「時間外勤務手当、夜間勤務手当」に改

める。 



 

 

  第３条第３項中「第１７条の３第１項」を「第１７条の３」に改める。 

  第１４条の見出し並びに同条第１項、第３項及び第４項中「超過勤務手当」を 

「時間外勤務手当」に改め、同条第５項中「超勤代休時間」を「時間外勤務代休時

間」に、「超過勤務手当」を「時間外勤務手当」に改める。 

  第１４条の２（見出しを含む。）中「夜勤手当」を「夜間勤務手当」に改める。 

  第１７条の２中「超過勤務手当、夜勤手当」を「時間外勤務手当、夜間勤務手 

当」に改める。 

  第１７条の３を次のように改める。 

  （会計年度任用職員の給与） 

 第１７条の３ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の給

与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。 

  第１７条の５の見出し中「超過勤務手当等」を「時間外勤務手当等」に改める。 

  第１７条の６第２項中「超過勤務手当、夜勤手当」を「時間外勤務手当、夜間勤

務手当」に改める。 

 （狭山市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

１０ 狭山市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和３９年条例第 

１１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「超過勤務手当、夜勤手当」を「時間外勤務手当、夜間勤務手 

当」に改め、同条第３項を削る。 

 （狭山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

１１ 狭山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年条例第１４ 

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「もの及び」を「もの、」に改め、「（昭和２５年法律第２６１

号）」の次に「第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度

任用職員」という。）及び同法」を加える。 

  第１８条を次のように改める。 

  （会計年度任用職員についての適用除外） 

 第１８条 第４条、第５条、第６条の２及び第１４条の規定は、会計年度任用職員

には適用しない。 

 ２ 第１３条の規定は、任期が６月未満の者その他管理者が定める者には適用しな

い。 

 


